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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 26 年 4 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの整

備に関する基本方針」の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、１項(１)

号の社外取締役に関する記載については、同年 6月 26日（定時株主総会終結時）をもって適用（施

行）します。（変更箇所は下線で示しております。） 

 

 

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 

  当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制（以下、

「内部統制システム」という。）の整備に関する基本方針について以下のとおり定めるととも

に、内部統制システムの改善・充実に不断の努力を行うものとする。 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体 

 制 

（１）  取締役会は、法令・定款に基づき「取締役会規程」を制定し、取締役会付議・

報告事項等を定め、当該規程に則り会社の業務を決定するとともに取締役の業務

執行を監視・監督する。 

また、社外取締役においては、会社経営等の専門家としての外部視点から、業

務執行の監督・助言を行うことにより、業務執行の透明性と効率性の向上に資す

るものとする。（2014年 6月 26日から適用） 

（２） 当社は、「経営理念」、「倫理規程」、「行動規範」、「コンプライアンス方針」を制

定し、法令および社会規範の遵守に努めるとともに、内部統制委員会およびコン

プライアンス委員会を設置し、内部統制とコンプライアンス体制の強化・充実に

努め、その活動内容は定期的に取締役会および監査役に報告する。 

（３） 当社は、金融商品取引法その他の法令諸規則等の遵守状況を管理し、内部管理
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体制の強化を図るために、日本証券業協会規則に基づき、内部管理を担当する取

締役を内部管理統括責任者に選任する。 

また、執行役員および使用人は社内規則に則り、職制を通じて適正な業務の遂

行に努め、規則違反等があった場合は「就業規則」に基づく適正な懲戒処分を実

施する。 

（４） 当社は、法令・諸規則上疑義のある役職員の行為等について役職員が直接情報

提供を行う手段として、内部通報制度（ホットライン）を設ける。 

（５） 当社は、業務執行部門から独立した監査部が定期的に内部監査を実施し、その

結果を被監査部門にフィードバックするとともに、取締役会および監査役に適宜

報告する。 

（６） 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引は一切行

わず、毅然とした態度で対応する。 

（７） 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方

針」を制定するとともに、金融商品取引法等に従い財務報告に係る内部統制を整

備し、適正な運用に努めるとともに、それを評価するための体制を確保する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

（１） 取締役の職務の執行に係る情報については、法令・定款および取締役会規程、

経営会議規程、諸会議・委員会規則、稟議決裁要領等の社内規則に基づき、適切

に保存・管理する。 

（２） 当社は「情報セキュリティポリシー」に基づき、所有するすべての情報資産に

ついて適切に保護を実施するとともに、お客さま情報については「個人情報保護

規程」を制定し、厳重に管理する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１） 「リスク管理規程」、「リスク算定基準」、「リスク算定要領」等の社内規則を定

め、金融商品取引法に規定するリスクカテゴリー毎の責任部署ならびに当該リス

ク算定を検証・統括する部署(リスク管理部)を設置し、リスク管理の状況につい

て代表取締役および取締役会、監査役に定期的に報告する。 

（２） 上記の他、オペレーショナルリスク、システムリスク、資金流動性リスク等の

業務に付随するリスク管理については、各業務の主管部署がリスクの把握とその

未然防止に努めるとともに、リスクを統合的に管理する部署(リスク管理部)がリ

スクの現状について分析し、取締役会および監査役に定期的に報告する。 

（３） 当社は、「危機管理規程」を制定し、災害等の緊急時における事業継続計画（BCP) 

を定め、重要な業務を中断させない、または中断しても短期間で再開されるよう

対応する。 

（４） 内部監査部門（監査部）は、リスク管理の状況を定期的に監査し、その結果を

代表取締役社長および監査役に報告する。 



 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１） 意思決定・業務執行監督機関である取締役会のもとに経営会議および内部統制

委員会・コンプライアンス委員会等の会議体組織を設置し、具体的な業務執行お

よび内部統制・コンプライアンスに関する決定や取締役会審議事項の先議を行う

など職務執行の効率化を図る。 

（２） 執行役員制度を導入し、執行役員の業務執行に係る責任と権限を明確にしたう

えで、取締役は業務執行の指揮・監督を行う。 

（３） 定款および社内諸規則に基づく意思決定および「業務分掌・職務権限規程」の

定めに基づき、適正かつ効率的に職務の執行を行う。 

（４） 年度計画および中期計画に基づき、毎期の業務部門毎の予算を設定するととも

に、管理会計システムによる月次・半期毎の実績集計とその結果報告を基にした

レビューによる改善・修正をもって業務の効率性を確保する。 

 

５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に

関する体制ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（１） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、代表取締役

社長は監査役会との意見交換を行い、監査部に必要な使用人を配置する。 

（２） 上記の監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するために、当該使用

人の異動・評価・懲戒処分については、監査役会の同意を必要とする。 

 

６．取締役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他の監査役会ま

たは監査役への報告に関する体制 

（１） 取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し

たときは、その事実を監査役に報告しなければならない。 

（２） 監査役は、必要に応じて会計監査人、取締役・執行役員および使用人に、業務

執行状況について報告を求めることとする。 

 

７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１） 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役

監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換するとともに、

監査方針および監査計画ならびに監査実施状況および結果について適宜説明する

こととする。 

（２） 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うこ

ととする。 

 

以  上 


